
公民館施設使用料の状況調べ

団体名 人口
公民館の
設置数

概要
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導入時期
導入理由

免除
規定

免除の要件
減額
規程

減額の要件
減額
割合

社会教育活動を減免等の要件としている場
合、その確認方法と課題
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令和３年度
歳入額

使用料の使途

小金井市 124,713人 5館
本館1館
分館4館

なし

府中市 11館
文化センター

内に併設
平成30年

行財政改革推進プランに基づく
受益者負担基準の適正化

あり

(１)　市又は教育委員会が主催し、又は共催す
る事業で使用する場合
(２)　府中市立学校若しくは市内の幼稚園が教
育活動で使用する場合又は市内の保育所が保
育活動で使用する場合

あり

公民館の登録団体が使用する場合
※公民館の登録団体とは
(１)　社会教育法第10条に規定する社会教育関係団
体であつて市が登録したもの
(２)　自治会として市に届出がされている団体
(３)　老人クラブであつて市が補助しているもの
(４)　福祉団体であつて市が登録したもの
(５)　青少年団体であつて市が登録したもの

5割

社会教育関係団体として登録した団体の使用
を減額の対象としている。登録の要件につい
ては、府中市社会教育関係団体の登録及び
支援に関する要綱で定めており、団体の登録
及び更新の際に確認している。

・文化センター窓口で申込
みと同時に現金支払い
・公共施設予約システム（施
設予約入金機）で予約の場
合は、施設予約入金機で現
金支払い
・公共施設予約システム（イ
ンターネット）で予約の場合
は、施設予約入金機または
コンビニエンスストアで支払
い

12,720,700円（文
化センター使用料
11館の合計）
※文化センターは
公民館、高齢者福
祉館、児童館を併
設した複合施設の
ため、全施設の使
用料を計上してい
る。

なし

昭島市 114,272人 1館 小ホールあり 昭和57年 開館当初から あり
公民館利用団体登録している団体
生涯学習部が主催する事業

なし なし なし
公民館登録団体する際の申請書等の書類で
判断している。

・施設利用前に現金払い
・納付書による後日納付

306,600円
公民館管理運営費に全額
充当

調布市 238,614人 3館 - 昭和36年 開館当初から あり

(１)　国及び地方公共団体が公益の目的のため
に使用するとき　免除
(２)　社会教育法（昭和24年法律第207号）第２条
に規定する社会教育を目的とした事業で，委員
会が必要と認めたとき　免除

あり
(３)　前２号に掲げるもののほか，委員会が必要と認
めたとき　基本使用料の100分の30に相当する額

3割

公民館登録団体，公民館育成団体，文化会
館たづくり登録団体，社会教育関係登録団
体，学習グループサポート団体は減免してい
る。

使用料は施設使用前に現
金払い。また，上記減免団
体は使用申請書の使用目
的を確認している。

951,200円
使用料全額を印刷製本費
に充当

町田市 430,964人 1館 ホールあり 平成23年 受益者負担の適正化のため あり

（１）　町田市が主催する事業に使用するとき。
全額
（２）　施設等のうちホール及び諸活動室（保育
室を除く。）を使用する場合において保育のため
に保育室を使用するとき。　保育室に係る使用
料の全額
（３）　前２号に掲げるもののほか、教育委員会
が特に必要と認めるとき。　全額又は半額

あり 教育委員会が特に必要と認めるとき 半額
減免等の対象については、免除の要件のとお
り

施設利用前に券売機による
支払い。
減免の確認方法は、町田市
が主催する事業の場合は、
所管課からの公用利用申請
により確認。
保育室の使用については、
施設案内予約システムもしく
は窓口受付時に確認。

4,319,210円
生涯学習センター管理事務
費に全額充当

小平市 196,924人 11館
中央館１館
分館10館

開館当初から
無料という概念はなかったものと
思われる。

あり

１.市、委員会及び官公署が利用するとき。
２.社会教育関係団体がその目的のために利用
するとき。
３.その他委員会が特別の理由があると認めると
き。

なし なし なし
活動内容により判断することは難しいと考え、
団体登録時に免除団体か否かを判断してい
ます。

・施設利用前に現金払い 547,600円 歳出に充当

日野市 187,284人 2館
中央館１館
分室1館

あり 未回答 -

社会教育法第20条の目的に使用する場合に
は、使用料を徴収しない」
１.公民館主催講座
２市が行政目的のために使用するとき
３.公民館登録サークル

0円

東村山市 151,871人 5館
中央公民館1
館ホールあり
ほか4館

昭和55年 受益者負担の適正化 あり

１、国又は地方公共団体が公用又は公共用に
使用する時
２．市内の公共団体が、市又は委員会の後援を
受けた事業、行事に使用する時
３．東村山市社会福祉協議会が使用する時
４．教育委員会が特別の理由があると認めた時

なし なし なし

減免の場合は、団体より直接ではなく、所管
が認めた事業を所管より公用として申請す
る。地方公共団体の場合は事前に減免申請
を提出してもらい審査・確認している。

施設利用前に現金払い 18,138,000円 施設費に充当等

国分寺市 128,401人 5館 - 昭和40年
北多摩自治会館から移管したと
きから

あり 特段の理由があるとき あり 特段の理由があるとき なし
団体構成人数（市民過半数）で有料・無料を
判断

・現金
・予約システムを利用しての
カード決済

114000
維持管理に要する経費に充
当

国立市 76,246人 1館 - なし
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福生市 56,201人 3館
1館は大ホー
ル、小ホール
あり

開館当初から 受益者負担のため あり

公民館条例施行規則第７条
(１)　市内の公共的団体がその目的達成のため
に入場料の類を徴しないで使用する場合
(２)　市又はその執行機関が主催する事業で使
用する場合
(３)　市内の学校、幼稚園又は保育所がその行
事で使用する場合
(４)　国又は地方公共団体がその目的達成のた
めに使用する場合
(５)　身体障害者手帳、愛の手帳その他の療育
手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている者（介護者を含む。）又はこれらの
者で構成する団体が使用する場合
(６)　法令の定めがある場合又は前各号以外の
団体若しくは個人が使用する場合で、教育長が
特に必要があると認める場合

なし なし なし
公民館条例に照らし合わせて、公民館利用
サークルを減免として取り扱っている。

施設利用時、窓口にて申
請、納付

320,360円 公民館事業に充当

狛江市 82,820人 2館
中央公民館
はホールあり
ほか１館

平成18年
行財政改革に位置付けられたた
め

あり

(１)　国又は地方公共団体が公益の目的のため
に使用するとき　免除
(２)　市又は委員会が主催若しくは共催する事業
で使用する場合　免除
(３)　障がい者及び障がい者の介護者又は障が
い者を支援する者10人以上で構成する団体が
使用する場合　免除
(４)　障がい者を支援することを目的に活動する
者10人以上で構成する団体がその目的に沿っ
て使用する場合　免除
(５)　その他市長が必要と認めたとき　減額又は
免除

あり
狛江市立公民館条例　別表第２（第７条関係）
１　　主に高校生以下の者で構成する団体が使用す
る場合の使用料は，カッコ内の金額とする。

半額
社会教育活動であるか否かでの減額・免除は
実施していない。

要件確認
・青少年→更新時に団員名
簿の提出のみ
・障がい団体→更新時に手
帳の写しを添付

6,366,708円 特になし

東大和市 84,889人 5館 - 昭和49年 不明 あり

（１）入場料等を徴収する事業で、市又は教育委
員会の共催事業として実施する場合
（２）バザー等の事業で、市又は教育委員会の
共催事業として実施する場合
（３）社会教育関係団体が行う文化・芸術的な事
業で、その事業費が入場料を徴収してもなお不
足が生じることが見込まれる場合
（４）その他、中央公民館長が特に認めた場合

あり

（１）入場料等を徴収する事業で、市又は教育委員
会の後援事業として実施する場合
（２）バザー等の事業で、市又は教育委員会の後援
事業として実施する場合

5割
利用者登録の際に、公民館運営事務処理取
扱基準に照らし、活動内容等から判断してい
る。

窓口で現金払い 235,400円
使用料全体の概ね５割程度
を、施設修繕料や備品購入
費等に充当等

武蔵村山市 71,349人 9館 - 平成28年

第五次行政改革大綱に受益者
負担の適正化など自主財源の確
保に積極的に取り組むこととし、
その具体的な推進項目の一つと
して「公の施設使用料の見直し」
が掲げられていたため。

あり
1　市の事業又は市の共催事業
２　官公署が使用するとき

あり

・　保育室を無料で専ら保育の為に使用するとき
・　障がい者団体が使用するとき
・　公共的な団体が団体団体本来の活動で使用す
るとき
・　委員会が特に必要と認めるとき

5割

公共的団体がそれにあたると思うが、公共的
団体とは、一般的な解説では、法人であるか
否かを問わず、広く公共的な活動を営む団体
とされているが、どの団体が公共的団体と位
置付けられるかについての具体的基準が明
確になっているわけではないことから、公共的
団体として位置付けについては、市において、
個別の団体ごとにその活動内容等を検討した
上で決定することとし、運用している。

・施設利用日までに現金、
キャッスレス決済による支払
い

1,332,000円 施設の維持管理費等

多摩市 148,203人 2館
各館にホール
あり

平成18年

審議会の答申を尊重しながら、
以下の３本の柱を基本とする基
本方針を策定し導入に至ってい
る。
・受益者負担の原則
・共通的な使用料算定ルールの
確立
・無料・減免規定の見直し

あり

(１)　市が行政目的で使用するとき　施設使用料
及び備品使用料
(２)　市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又
は高等学校が園児、児童、生徒等を対象とした
行事等で使用するとき　施設使用料及び備品使
用料

あり

(３)　構成員の過半数を高校生以下の児童、生徒等
が占める団体が使用するとき
(４)　構成員の過半数を障がい者が占める団体が施
設を使用するとき
(５)　前各号に該当しない団体が保育を主たる目的
として保育室を使用するとき
(６)　その他委員会が特別に必要と認めるとき　施設
使用料及び備品使用料

5割 未回答 現金払い 11,366,065円
全てを施設修繕料等の
施設管理運営費に充当して
いる

稲城市 93,372人 6館

中央公民館
ほか4館
中央公民館
はホールあり

なし

あきる野市 79,911人 1館 指定管理 平成16年
行財政改革による受益者負担の
ため

あり

⑴国又は地方公共団体が使用するとき　免除
⑵市内の福祉又はボランティアの団体が直接公
益を目的とした活動のために使用するとき　免
除
⑶市内の障がい者の団体が使用するとき　免除
⑷市内の母子・父子福祉団体が使用するとき
免除
⑸市内の社会教育関係団体又はコミュニティ団
体が広く市民を対象として行う公益的な講習
会、大会等に使用するとき　免除
⑹その他委員会が特別な理由があると認めると
き　免除又は減額（委員会が定める割合）

- - - 条例規則で行っている。 使用料前納 4,377,650円 指定管理者の収入

西東京市 205,952人 6館 - なし



団体名 人口
公民館の
設置数

概要
使用料

導入時期
導入理由

免除
規定

免除の要件
減額
規程

減額の要件
減額
割合

社会教育活動を減免等の要件としている場
合、その確認方法と課題

使用料の
徴収方法

令和３年度
歳入額

使用料の使途

埼玉県
川越市

353,470人 19館

公民館本館1
館ほか18館

複数館に多目
的ホール等あ
り

昭和28年 受益者負担の考え方による あり

１.公民館主催講座
２.官公署が行政目的のために使用するとき
３.市が行政目的のために使用するとき
４.市補助金交付団体が当該活動のために使用
するとき
５.川越市がかかわる公社・広域行政組織団体
が業務遂行のために使用するとき

あり
・社会教育関係団体
・公民館登録団体
・公共法人、公益法人

5割
書面審査（会則、事業報告、事業計画、会員
名簿）による

・施設使用前に現金払い
（今後、電子決済も可、
　開始日は今年度中）
・減免等の団体はシステム
で登録済

34,987,110円 委託費、修繕費等に充当

埼玉県
所沢市

344,146人 12館
各館にホール
等あり

平成16年 受益者負担の適正化を図るため あり

(１)　行政機関が委嘱又は任命した委員によっ
て構成される団体がその委嘱又は任命された
委員の職務を行うために実施する事業
(２)　公共性又は公益性が高く、住民の福祉の
向上に寄与する事業のうち、次に掲げるもの
ア　自治会及び町内会がその設置目的を達成
するために実施する事業
イ　ＰＴＡ及び子ども会育成会がその設置目的を
達成するために実施する事業
ウ　ボランティア活動を主たる目的とする団体が
その設置目的を達成するために実施する事業
エ　障害者団体がその設置目的を達成するため
に実施する事業

なし なし なし
「公民館使用料の減免事例集および優先予
約について」による

・使用料は施設利用前に現
金払いとしている
　(所沢市立公民館設置及
び管理条例７条参照)
・要件は「施設使用料減免
申請書」で確認している

25,470,830円 なし

埼玉県
深谷市

141,830人 12館
大半の施設に
体育室あり

平成23年
行財政改革大綱及び行財政改
革推進計画に使用料の適正化
が掲げられたたため

あり

公用及び公用に準ずる利用をする場合
①公職選挙法に基づく事業
②国、地方公共団体又はその機関等の事業
③市またはその機関等が、その職務遂行上の
必要から、援助または育成している団体等（自
治会、子ども会、社会福祉協議会、PTA、消防
団、民生児童委員等）

あり

・公益を目的とする事業のための利用
・公民館利用登録団体

・公益を目的とする事業のための利用：50％
・公民館利用登録団体：50％、75％
※構成員が高校生以下又は65歳以上の団体は
75％

50%
75%

社会教育活動であるか否かを減免・免除の要
件にしておりませんが、公民館利用登録団体
の登録事務（営利活動を目的とした団体は登
録不可）では、営利を目的とした集まり、いわ
ゆるカルチャースクールや私塾のような団体
を判断することに苦慮しています。

・施設利用前に窓口での現
金払いのみ

14,638,000円
使用料全額を公民館維持
管理経費に充当

埼玉県
和光市

84,008人 3館 体育室等あり 昭和57年
市民も参加する市民参加推進会
議にて統一的な基準による見直
しを行い使用料を決定した。

あり

1　教育委員会又は市が主催する事業に使用す
る場合
2　教育委員会又は市が共催する事業のうち、
免除事業として教育委員会の承認を得た事業
に使用する場合
3　市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校が教育活動等を目的
として使用する場合
4　市内の公共的団体が使用する場合
5　市内の社会教育を目的とする公民館登録団
体のうち社会教育活動推進団体が使用する場
合
6　その他教育委員会が必要と認める場合

あり

８割減額
1　市内の社会教育を目的とする公民館登録団体
(社会教育活動推進団体を除く。)が使用する場合
2　市内の社会福祉法人が使用する場合
５割減額
1　身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障
害者と判定を受けた者若しくは精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けている者を主たる構成員とする
公民館登録団体が使用する場合
2　65歳以上の者を主たる構成員とする公民館登録
団体が使用する場合
3　15歳以下の者を主たる構成員とする公民館登録
団体が使用する場合

8割
5割

減免団体とする場合は過去の利用実績や利
用団体の規約や決算書等をもとに総合的に
判断する。

施設利用前に現金払い 1,882,010円
公民館の維持管理、運営に
充当

埼玉県
桶川市

74,654人 4館
複数館に体育
室等あり

昭和52年 公共財の受益者負担の原則 あり

1.桶川市が直接利用するとき、又は桶川市の後
援により利用するとき。
2.国又は桶川市以外の地方公共団体が利用す
るとき。

なし なし なし
社会教育活動団体を使用料の減額・減免の
要件としていない

・施設利用の2日前までに現
金払い→許可書の発行
・減免団体の場合は、許可
書の発行の際に「減免団体
の証明書」を窓口で確認

3,240,900円
特定財源として、公民館の
施設管理費に充当

千葉県
木更津市

136,249人 15館
中央公民館
ほか14館

平成30年

市民の方々に、施設を利用して
頂く上で、質の良いサービスを提
供するために、修繕や備品の購
入が必要なため。

あり

下記のいずれかの団体・機関が公用目的で使
用するため。
市・教育委員会　(主催または共催)
国・都道府県・他市町村　(主催または共催)
一部事務組合　(主催または共催)

なし なし なし 未回答
・施設利用前に現金払い
・電子決済による支払い

6,153,320円
当初は２割程度をあてると
の取り決めはあったが
現在は無くなっている。

千葉県
成田市

130,944人 13館

中央公民館
ほか12館

複数館にホー
ル等あり

昭和49年 不明 あり

成田市公民館の設置及び管理に関する条例第
12条
・使用者が教育事業その他公益のために公民
館を使用するとき
※社会教育関係団体（サークル等）は教育事業
に該当と判断

あり

成田市公民館の設置及び管理に関する条例第12条
・使用者が教育事業その他公益のために公民館を
使用するとき
※社会教育関係団体（サークル等）は教育事業に該
当と判断

10割
社会教育関係団体（サークル等）の登録制度
を設け、登録の際に社会教育に合致した目的
であるかを審査している。

予約確定時に現金支払い 86,070円 なし

千葉県
佐倉市

171,460人 6館
中央公民館
ほか5館

平成30年

市の行政改革実施計画で公共施
設の使用料・手数料見直しが求
められ、検討の結果、公民館にも
使用料徴収が必要との結論に達
したため

あり

①公民館主催講座
②国・県・市等の官公署が行政目的のために使
用するとき
③市の町内会・自治会が開催する総会・役員会
等の会議（サークル活動は除く）に使用するとき
④市内の幼稚園・保育園、小・中学校、高等学
校などが会議等に使用するとき
⑤事業の内容が公益に資すると教育委員会が
認めたものに使用するとき（例：子ども会、社会
福祉協議会、障害者団体、青少年相談員、学童
保育所等）

なし なし なし

・団体の設立趣旨や日常の活動の目的・内容
によって判断。具体的には、市担当課が委嘱
及び支援している委員で構成される団体が公
共的利用を行う場合に免除。基本的には、市
担当課からの意見を頂き判断。
・「公益性が高く、広く市民に還元する事業」に
ついては、広く市民を募集する社会貢献活動
事業・行事であれば免除。

支払方法：券売機による支
払い（使用当日に支払い）
減免等団体の要件確認：別
添資料「佐倉市立公民館に
おける使用料等の取扱いに
ついて」に則り確認

6,674,630円

使用料全体を各公民館の
管理運営事業（施設修繕
料、清掃業務等の施設管理
委託料、備品購入費等）に
充当

千葉県
市原市

270,239人 11館 指定管理 不明 不明 あり
「市原市立公民館の設置及び管理に関する条
例施行規則」のとおり

なし なし なし
 「市原市立公民館使用料の減額・免除に関す
る運用基準」のとおり

前納かつ窓口での現金払い
のみ
減免団体の確認方法につい
ては、 「市原市立公民館使
用料の減額・免除に関する
運用基準」のとおり

32,102,390円
利用者還元のため、備品購
入費等に充当



団体名 人口
公民館の
設置数

概要
使用料

導入時期
導入理由

免除
規定

免除の要件
減額
規程

減額の要件
減額
割合

社会教育活動を減免等の要件としている場
合、その確認方法と課題

使用料の
徴収方法

令和３年度
歳入額

使用料の使途

千葉県
浦安市

169,614人 7館
複数館に体育
室等あり

未回答 受益者負担によるもの あり

１．市又は関係行政機関が行政目的のために
使用するとき
２．市と共催で公共的活動のために使用すると
き
３．市立幼稚園、認定こども園、保育園、小学
校、中学校が教育の目的で主催する事業のた
めに使用するとき
４．その他、教育委員会が特に公益上必要と認
めたものに使用するとき

あり

１．社会教育関係団体が、社会教育のために使用
するとき
２．公共的団体が、その主たる目的で使用するとき
３．社会福祉団体が、福祉の向上を目的として使用
するとき
４．学校教育法第１条に規定する学校及び同法第
124条に規定する専修学校のうち市内に在する県立
及び私立のもの、並びに私立認定こども園及び私立
保育園が教育・保育の目的で主催する事業のため
に使用するとき
５．その他、教育委員会が特に公益上必要と認めた
ものに使用するとき

50%

社会教育関係団体の認定に関する要綱、運
用基準に基づき、申請のあった団体を審査
（年１回）している。団体の活動・組織及び運
営状況等の要件を満たした団体は２年間認定
団体として登録される。

・口座振替（２か月毎／後
納）
・施設予約時に窓口にて現
金払い（前納）

19,474,175円 公民館維持管理費に充当

神奈川県
秦野市

161,630人 11館 - 平成17年
各施設の日常的な修繕や維持補
修、備品等の更新に充てるため

あり

(1)　本市が事業支援する、社会教育に関係する
団体又は公共的団体が、その運営に係る会議
又は公益性のある事業のために使用するとき
は、免除する。
(2)　本市で活動する、社会福祉に関係する団
体、子育て支援に関係する団体、ボランティア団
体又は特定非営利活動法人が、その運営に係
る会議又は公益性のある事業のために使用す
るときは、免除する。
(3)　市内の高等学校又は本市と提携事業を実
施する大学(これらに準じる学校を含む。)が教育
活動として使用するときは、免除する。
(4)　市内の中学校又は高等学校(これらに準じ
る学校を含む。)が部活動として使用するとき
は、顧問等の引率がある場合に限り、免除す
る。

あり

(1)　本市で活動する、社会福祉に関係する団体、子
育て支援に関係する団体、ボランティア団体又は特
定非営利活動法人が、その運営に係る会議又は公
益性のある事業以外で、本市が共催する事業のた
めに使用するときは、減額とする。
(2)　市内の高等学校又は本市と提携事業を実施す
る大学以外の高等学校又は大学(これらに準じる学
校を含む。)が教育活動として使用するときは、減額
とする。

1/2

(1)　　本市では、減免の対象団体は次のとお
りとしている。
　・NPO団体、・子育て支援に関係する団体、・
社会教育に関係する団体、・ボランティア団
体、・公共的団体、・社会福祉関係団体

(2)　上記の団体の活動の内、使用目的とし
て、次の場合は、減免対象としている。
　・会の運営に係る活動（総会、定例会、役員
会等）、・公益性のある事業やボランティア活
動

券売機による支払い 28,855,150円
使用料全額を施設維持管
理に充当

神奈川県
伊勢原市

101,309人 8館 - 令和元年

公共施設等総合管理計画及び
公共施設の受益者負担に関する
基本方針により公共施設使用料
の見直しを図った

あり （別添：公共施設使用料減免ガイドライン参照） あり （別添：公共施設使用料減免ガイドライン参照） 5割 ガイドラインに具体な活動を規定

・券売機による使用券による
納付
・納付書による納付
・減免対象団体をガイドライ
ンに具体に記載

5,423,025円
決算時に公民館管理運営
費に充当（財政部局が処
理）

神奈川県
座間市

132,149人 1館 - 昭和52年
公民館維持管理のため一定の受
益者負担金を求めた

あり

(１)　社会教育関係団体が社会教育に関する事
業に使用する場合
ア　教育委員会又は公民館が行う主催事業によ
り結成された社会教育活動を目的とする団体
イ　座間市（以下「市」という。）又は教育委員会
が育成及び助成する団体
ウ　その他の団体のうち社会教育関係団体登録
を行った団体
(２)　国、又は地方公共団体が公の事業に使用
する場合
ア　国又は市その他の地方公共団体
イ　市が構成員となっている協議会及び研究会
等
(３)　その他教育委員会が必要と認めた場合
ア　自治会活動を行う団体
イ　市内で事業を行う社会福祉法人及び保育園
等の福祉団体、保育園の保護者会
ウ　学校教育法第１条に規定される学校のうち
市内に所在地を置くもの及びその保護者会
エ　市社会福祉協議会及び地区社会福祉協議
会
オ　公益活動を行っているボランティア活動団体
カ　座間市民生委員児童委員協議会
キ　市障がい者団体連絡協議会に加盟する団
体

あり
座間市職員厚生会
座間市の職員団体

5割

前提として本市では社会教育団体でることが
前提です。団体としての要件は以下の通りで
す。
(１)　国又は地方公共団体の支配に属さない
団体で、社会教育に関する活動を継続的に
行っている団体
(２)　入会について特定の資格又は条件を必
要とせず、広く市民の参加を受け入れ可能で
ある団体
(３)　活動の学習成果が広く市民に還元される
団体
(４)　会員自らが運営し、活動する団体
(５)　規約又は会則を有し、代表者を有し、組
織的に運営されている団体
(６)　会員が平等に経費を負担し、総会等で会
員全員に会計報告を行っている団体
(７)　５人以上の会員により構成される団体
(８)　会員の半数以上が座間市に在住、在勤
又は在学である団体
(９)　公民館を３箇月以上利用している団体
(10)　定期的、継続的に公民館を利用して学
習活動を行う団体

受付で現金支払い
減免団体には年に一度、会
員名簿（住所確認のため）・
会則・会計報告書と予算書
（適正運営がされているか）
の提出を求めています。

172,240円
使用料全額を、館の維持管
理費に充当

神奈川県
南足柄市

40,125人 1館 - 平成7年
受益者負担の原則による。現在
は行政改革基本方針に位置づけ

あり

１．市が主催する行事を行うために使用するとき
２．障害者基本法第２条に規定する障害者が活
動の主体として構成された団体のうち、教育長
が別に定める団体が主催する行事を行うために
使用するとき
３．福祉関係団体、ボランティア団体等のうち、
教育長が別に定める団体が主催する行事を行
うために使用するとき
４．市立の幼稚園、小学校、中学校又は保育園
が主催する行事を行うために使用するとき
５．前各号に掲げるもののほか、教育長が特に
必要と認めるとき

あり

２分の１に減額
１．高校生以下の者が活動の主体として構成された
団体のうち、教育長が別に定める団体が主催する
行事を行うために使用するとき
２．前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と
認めるとき

１０分の７に減額
１．自治会、社会教育関係団体、NPO法人のうち、
教育長が別に定める団体が主催する行事を行うた
めに使用するとき
２．前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と
認めるとき

5割
3割

減額、免除団体申請後、承認
申請時に目的や活動内容のわかるもの（規約
等）の添付を求めている。

施設利用前に現金払い。要
件確認は事前申請による。
課題：支払後の還付につい
て、当事者に責がない場合
に認めているが、コロナ対
応の場合、申し出のみで対
応している。

2,139,409円 公民館維持管理費に充当


